
国民健康保険税の軽減

　世帯全体の総所得金額が一定額以下の場合、軽減制度（均等割と平等割の７割・５割・２割軽減）が適用されます。

軽減割合 軽　　減　　対　　象

軽　　　　　減　　　　　額

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

均等割
1人につき

平等割
１世帯につき

均等割
1人につき

平等割
１世帯につき

均等割
1人につき

７割
年間総所得金額の合計額が
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

１６，５２０円　
（３，５４０円）

１３，３７０円 ５，８１０円
（１，２４５円）

４，５５０円 ９，５９０円

５割
年間総所得金額の合計額が
４３万円＋３０．５万円×被保険者数
＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

１１，８００円
（５，９００円）

９，５５０円 ４，１５０円
（２，０７５円）

３，２５０円 ６，８５０円

２割
年間総所得金額の合計額が
４３万円＋５６万円×被保険者数
＋１０万円×（給与所得者等の数－１）以下の世帯

４，７２０円
（９，４４０円）

３，８２０円 １，６６０円
（３，３２０円）

１，３００円 ２，７４０円

対象外 上記以外 －
（１１，８００円）

－ －
（４，１５０円）

－ －

　※未就学児については、（ ）内の額を加算した額を減額します。

　※６５歳（賦課年度の１月１日時点）以上の人は、公的年金等所得から１５万円を控除した残額が、軽減対象の判定に用いる額です。

　※分離課税の土地建物等の譲渡所得については、譲渡所得に係る特別控除前の額で軽減判定します。

　※専従者給与等については、事業主の収入に繰り戻した額で軽減判定します。

　※給与所得者等とは、給与収入金額が５５万円を超える人又は公的年金収入金額が６０万円（６５歳以上の人は１２５万円）を超え

　　 給与所得を有しない人をいいます。


